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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実装される方法であって、
　ａ）コンピュータによって、メモリに記憶された方針情報をもつオンライン広告提供シ
ステムとともに用いられ、メモリに記憶された広告情報を有する広告を受け入れることと
、
　ｂ）前記コンピュータによって、メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用い
て、前記広告が前記オンライン広告提供システムの１つ以上の方針を順守しているかどう
かを自動的に検査することと、
　ｃ）ｉ）メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用いて、前記広告による１つ
以上の方針の違反を決定するとともに、
　ｉｉ）前記違反の各々に関して、メモリに記憶された１つ以上の違反免除のホワイトリ
ストからの情報を用いて、前記違反を免除するかどうかを決定することによって、
　前記自動検査の結果を用いて、前記コンピュータによって、前記広告を承認するかどう
かを決定することと、を具備し、
　前記広告を承認することが決定された場合は、前記コンピュータによって、前記広告に
関する後続検査をさらに設定する、方法。
【請求項２】
　ｄ）前記広告を承認することが決定された場合は、前記コンピュータによって、前記広
告が前記オンライン広告提供システムによって提供されるのを許可し、前記広告を承認し
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ないことが決定された場合は、前記コンピュータによって、前記広告が前記オンライン広
告提供システムによって提供されるのを抑止することをさらに具備する請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記広告は、ランディングページへのリンクを含み、前記後続検査は、前記ランディン
グページによる方針の順守を検査する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方針は、（Ａ）前記広告ランディングページがポップアップを生成しないことを確
実にすること、または（Ｂ）前記広告ランディングページがブラウザ内の「戻る」動作を
使用不能にしないことを確実にすることの少なくとも１つを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　コンピュータによって実装される方法であって、
　ａ）コンピュータによって、メモリに記憶された方針情報をもつオンライン広告提供シ
ステムとともに用いられ、メモリに記憶された広告情報を有する広告を受け入れることと
、
　ｂ）前記コンピュータによって、メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用い
て、前記広告が前記オンライン広告提供システムの１つ以上の方針を順守しているかどう
かを自動的に検査することと、
　ｃ）ｉ）メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用いて、前記広告による１つ
以上の方針の違反を決定するとともに、
　ｉｉ）前記違反の各々に関して、メモリに記憶された１つ以上の違反免除のホワイトリ
ストからの情報を用いて、前記違反を免除するかどうかを決定することによって、
　前記自動検査の結果を用いて、前記コンピュータによって、前記広告を承認するかどう
かを決定することと、を具備し、
　前記広告を承認することが決定された場合は、前記コンピュータによって、前記広告の
後続検査を容易にするために前記広告にさらにタイムスタンプを押す、方法。
【請求項６】
　前記広告は、ランディングページへのリンクを含み、前記後続検査は、前記ランディン
グページによる方針の順守を検査する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記方針は、（Ａ）前記広告ランディングページがポップアップを生成しないことを確
実にすること、及び（Ｂ）前記広告ランディングページがブラウザ内の「戻る」動作を使
用不能にしないことを確実にすることの少なくとも１つを含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　コンピュータによって実装される方法であって、
　ａ）コンピュータによって、メモリに記憶された方針情報をもつオンライン広告提供シ
ステムとともに用いられ、メモリに記憶された広告情報を有する広告を受け入れることと
、
　ｂ）前記コンピュータによって、メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用い
て、前記広告が前記オンライン広告提供システムの１つ以上の方針を順守しているかどう
かを自動的に検査することと、
　ｃ）ｉ）メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用いて、前記広告による１つ
以上の方針の違反を決定するとともに、
　ｉｉ）前記違反の各々に関して、メモリに記憶された１つ以上の違反免除のホワイトリ
ストからの情報を用いて、前記違反を免除するかどうかを決定することによって、
　前記自動検査の結果を用いて、前記コンピュータによって、前記広告を承認するかどう
かを決定することと、を具備し、
　ｄ）前記広告を承認しないことが決定された場合は、予めメモリに記憶された、前記広
告が１つ以上の違犯された方針を順守するようにするためのヒントを、前記コンピュータ
によって、（Ａ）前記広告と関連する広告主、または（Ｂ）広告提供システム顧客サービ
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ス代表者のうちの少なくとも１人に提供することをさらに具備する、方法。
【請求項９】
　前記ヒントは、電子メールメッセージにより、前記広告に関連する広告主または広告提
供システム顧客サービス代表者に対して送信される請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ヒントは、ブラウザにローディングされた動的に生成されるページにおいて提供さ
れる請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　コンピュータによって実装される方法であって、
　ａ）コンピュータによって、メモリに記憶された方針情報をもつオンライン広告提供シ
ステムとともに用いられ、メモリに記憶された広告情報を有する広告を受け入れることと
、
　ｂ）前記コンピュータによって、メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用い
て、前記広告が前記オンライン広告提供システムの１つ以上の方針を順守しているかどう
かを自動的に検査することと、
　ｃ）ｉ）メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用いて、前記広告による１つ
以上の方針の違反を決定するとともに、
　ｉｉ）前記違反の各々に関して、メモリに記憶された１つ以上の違反免除のホワイトリ
ストからの情報を用いて、前記違反を免除するかどうかを決定することによって、
　前記自動検査の結果を用いて、前記コンピュータによって、前記広告を承認するかどう
かを決定することと、を具備し、
　ｄ）前記広告を承認しないことが決定された場合は、ｉ）前記コンピュータによって、
前記広告が承認されなかった１つ以上の理由を広告主に知らせ、ｉｉ）前記コンピュータ
によって、猶予期間中に前記広告を前記オンライン広告提供システムによって提供するの
を許可し、ｉｉｉ）前記猶予期間が経過後に方針違反が依然として存在する場合は、前記
コンピュータによって、前記オンライン広告提供システムによる前記広告の前記提供を抑
止することをさらに具備する、方法。
【請求項１２】
　コンピュータによって実装される方法であって、
　ａ）コンピュータによって、メモリに記憶された方針情報をもつオンライン広告提供シ
ステムとともに用いられ、メモリに記憶された広告情報を有する広告を受け入れることと
、
　ｂ）前記コンピュータによって、メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用い
て、前記広告が前記オンライン広告提供システムの１つ以上の方針を順守しているかどう
かを自動的に検査することと、
　ｃ）ｉ）メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用いて、前記広告による１つ
以上の方針の違反を決定するとともに、
　ｉｉ）前記違反の各々に関して、メモリに記憶された１つ以上の違反免除のホワイトリ
ストからの情報を用いて、前記違反を免除するかどうかを決定することによって、
　前記自動検査の結果を用いて、前記コンピュータによって、前記広告を承認するかどう
かを決定することと、を具備し、
　ｄ）前記コンピュータによって、メモリに記憶された信用された広告主情報を用いて、
広告主は信用される広告主であるかどうかを決定することと、
　ｅ）前記広告主が信用される広告主である場合は、ｉ）前記コンピュータによって、前
記広告が承認されなかった１つ以上の理由を前記広告主に知らせ、ｉｉ）前記コンピュー
タによって、猶予期間中に前記広告を前記オンライン広告提供システムによって提供する
のを許可し、ｉｉｉ）前記猶予期間が経過後に方針違反が依然として存在する場合は、前
記コンピュータによって、前記オンライン広告提供システムによる前記広告の前記提供を
抑止することをさらに具備する、方法。
【請求項１３】
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　違反を免除するかどうかの前記決定は、メモリに記憶された、１つの言葉ごとに適用さ
れる前記１つ以上の違反免除のホワイトリストを用いる請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　違反を免除するかどうかの前記決定は、メモリに記憶された、１人の広告主ごとに適用
される前記１つ以上の違反免除のホワイトリストを用いる請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　違反を免除するかどうかの前記決定は、メモリに記憶された、１つの広告キャンペーン
ごとに適用される前記１つ以上の違反免除のホワイトリストを用いる請求項１に記載の方
法。
【請求項１６】
　違反を免除するかどうかの前記決定は、メモリに記憶された、１つの広告グループごと
に適用される前記１つ以上の違反免除のホワイトリストを用いる請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記広告は、広告主セルフサービスユーザーインタフェースから受け入れられる請求項
１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記広告は、広告引き渡しシステム顧客サービス代表者ユーザーインタフェースから受
け入れられる請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メモリに記憶された、前記１つ以上の方針の各々は、（Ａ）方針識別子と、（Ｂ）
方針説明と、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記メモリに記憶された、前記１つ以上の方針の各々は、（Ｃ）前記方針の違反を回避
するための提案をさらに含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記メモリに記憶された、前記１つ以上の方針の各々は、（Ｃ）前記方針に関するさら
なる情報への、広告主によって実行可能なリンクを含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記メモリに記憶された、前記１つ以上の方針の各々は、（Ｃ）前記方針に関するさら
なる情報への、広告主によってではなく広告引き渡しシステム顧客サービス代表者によっ
て実行可能なリンクをさらに含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記メモリに記憶された、前記１つ以上の方針の各々は、（Ｃ）前記方針が違反されて
いるかどうかを決定するために広告を検査するための機械によって実行可能なコードをさ
らに含む請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記メモリに記憶された、前記１つ以上の方針の各々は、（Ｄ）広告のうちで前記機械
によって実行可能なコードによって検査される部分を示すことをさらに含む請求項２３に
記載の方法。
【請求項２５】
　前記メモリに記憶された、前記１つ以上の方針のうちの少なくとも１つは、（Ａ）誇張
表現の禁止、（Ｂ）繰り返される単語の禁止、（Ｃ）繰り返される句の禁止、（Ｄ）不適
切な大文字化、（Ｅ）標準的なブラウザを用いて閲覧できないランディングページの禁止
、（Ｆ）複数の感嘆符の禁止、（Ｇ）長すぎるテキストの禁止、（Ｈ）可視ＵＲＬスペル
と一致しないランディングページＵＲＬ、から成る方針グループから選択される請求項１
に記載の方法。
【請求項２６】
　オンライン広告提供システムであって、
　ａ）メモリに記憶された方針情報をもつ前記オンライン広告提供システムとともに用い
られ、メモリに記憶された広告情報を有する広告を受け入れるための手段と、
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　ｂ）メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用いて、前記広告が前記オンライ
ン広告提供システムの１つ以上の方針を順守しているかどうかを自動的に検査するための
手段と、
　ｃ）ｉ）メモリに記憶された前記広告情報及び方針情報を用いて、前記広告による１つ
以上の方針の違反を決定するとともに、
　ｉｉ）前記違反の各々に関して、メモリに記憶された１つ以上の違反免除のホワイトリ
ストからの情報を用いて、前記違反を免除するかどうかを決定することによって、
　前記自動検査の結果を用いて、前記広告を承認するかどうかを決定するための手段と、
を具備し、
　前記広告を承認することが決定された場合は、前記コンピュータによって、前記広告に
関する後続検査をさらに設定する、オンライン広告提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
 本発明は、広告に関するものである。本発明は、より具体的には、例えばウェブページ
とともに提供される広告、等の広告（以下「広告」とする）に関するものである。さらに
、本発明は、以前に承認された広告に対して強制的に方針を適用することに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌、等の伝統的な媒体を用いた広告はよく知られている。
最近は、これまでよりも双方向性の高い媒体を通じた広告が主流になってきている。例え
ば、インターネット利用者数が爆発的に増加してきているのに伴い、広告主は、インター
ネットを通じて提供される媒体及びサービスを潜在的に強力な広告手段として高く評価す
るようになっている。
【０００３】
　ウェブページに基づく広告（「ウェブ広告」とも呼ばれる）は、「バナー広告」（すな
わち、グラフィックな構成要素を含む長方形のボックス）の形で広告オーディエンスにし
ばしば提示される。前記広告オーディエンスの一員（本明細書においては、一般性を失う
ことなしに「閲覧者」又は「ユーザー」と呼ばれる）がこれらのバナー広告のうちの１つ
をクリックすることによって選択すると、埋め込まれたハイパーテキストリンクは、典型
的には、マーケティング情報を提示すること及び／又は取引を完遂させることができる広
告主のウェブサイトページ（広告の「ランディングページ」と呼ばれることがある）に前
記閲覧者を向かわせる。
【０００４】
　典型的には、様々なウェブサイトは、様々な広告主からのウェブ広告をそれぞれのウェ
ブページ上に掲載する。ウェブサイトは、前記掲載のための料金を広告主に請求すること
によって収入源を確保する。さらに、一部のエンティティは、広告主からの広告を受け入
れ、これらの広告をその他のエンティティに供給してこれらのエンティティのウェブペー
ジ上に又はこれらのウェブページのページビュー上に掲載する。この方法は、「シンジケ
ーション」と時々呼ばれる。ウェブサイトが自己のページ上又はシンジケーションパート
ナーのウェブページ上のいずれにおいて広告を提供するかにかかわらず、前記ウェブサイ
トは、「広告ネットワーク」と呼ぶことができる。
【０００５】
　自己のウェブサイト上に広告を掲載する前、又は他人のウェブサイトに広告をシンジケ
ーションする前に、前記広告を審査して前記広告が正確でかつ適切であることを確認する
のが重要である。前記審査は、特に、正確な句読点、大文字化、文法、テキストのスペー
ス、価格、等の事柄を特定するために用いることができる。さらに、前記審査は、特に、
禁止されているテキスト、受入不能なコンテンツ、不適切なリスト、繰り返し、不適切な
誇張表現、販売促進、又は一般的すぎる提供上の制限事項（例えば、ターゲット特定のた
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めのキーワード）、等を特定するために用いることができる。
【０００６】
　現在の一部の広告ネットワークにおいては、審査する必要がある広告数が簡単に何千、
何万にも達する可能性がある。手作業による審査プロセスは多大なコストと長い時間を要
し、さらに人的な誤りが生じやすい。
【０００７】
　従って、改良された広告審査プロセスが望まれる。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態は、（ａ）オンライン広告提供システム
とともに用いるために広告を受け入れ、（ｂ）前記広告が前記オンライン広告提供システ
ムの１つ以上の方針を順守しているかどうかを自動的に検査し、（ｃ）前記自動的な検査
の結果を用いて前記広告を承認するかどうかを決定することによって改良された広告審査
プロセスを提供することができる。これらの実施形態の少なくも一部は、前記広告を承認
することが決定された場合は前記広告が前記広告提供システムによって提供されるのを許
可し、前記広告を承認しないことが決定された場合は前記広告が前記広告提供システムに
よって提供されるのを抑止することができる。これらの実施形態の少なくともその他の一
部は、１つ以上の違反した方針を前記広告に順守させるようにするためのヒントを前記広
告と関連する広告主に提供すること、及び／又は、前記広告を承認しないことが決定され
た場合は広告提供システム顧客サービス代表者に提供することができる。
【０００９】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、前記方針は、（Ａ）誇張表
現の禁止、（Ｂ）繰り返される単語の禁止、（Ｃ）繰り返される句の禁止、（Ｄ）商標の
禁止、（Ｅ）下品な言葉の禁止、（Ｆ）ポップアップ広告を生成する広告ランディングペ
ージの禁止、（Ｇ）ブラウザの「戻る」機能を使用不能にする広告ランディングページの
禁止、（Ｈ）不適切な大文字化、（Ｉ）標準的なブラウザで閲覧できないランディングペ
ージの禁止、（Ｊ）複数の感嘆符の禁止、（Ｋ）長すぎるテキストの禁止、（Ｌ）可視Ｕ
ＲＬスペルと一致しないランディングページＵＲＬ、及び（Ｍ）偽のデザイン品の禁止、
のうちの１つ以上を含めることができる。
【００１０】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、広告を承認することが決定
された場合は、前記広告の後続検査スケジュールが設定される。例えば、前記広告がラン
ディングページへのリンクを含む場合は、後続検査は、前記ランディングページによる方
針の順守を検査することができる。本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態におい
ては、前記方針は、前記ランディングページがポップアップ広告を生成しないことを確実
にすること、及び／又は前記ランディングページがブラウザの「戻る」動作を使用不能に
しないことを確実にすることとを含めることができる。
【００１１】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、前記自動的な検査の結果を
用いて広告を承認するかどうかを決定する前記行為は、前記広告による１つ以上の方針の
違反を決定すること、及び前記違反の各々に関して、前記違反を免除するかどうかを決定
することを含むことができる。本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては
、違反を免除するかどうかの決定は、１つの言葉ごとに、１人の広告主ごとに、１つの広
告グループごとに、及び／又は１つの広告キャンペーンごとに適用される１つ以上の違反
免除を記載したホワイトリストを用いる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】自動化された広告承認プロセスに参加することができるエンティティを示した図
である。
【図２】本発明と一致する広告主セルフサービスユーザーインタフェース広告承認システ
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ムによって実行することができる動作、及び／又は生成、使用、及び／又は格納すること
ができる情報を示す泡図である。
【図３】本発明と一致する広告引き渡しシステム顧客サービス代表者ユーザーインタフェ
ース広告承認システムによって実行することができる動作、及び／又は生成、使用、及び
／又は格納することができる情報を示す泡図である。
【図４】本発明と一致する自動化広告承認システムによって実行することができる動作、
及び／又は生成、使用、及び／又は格納することができる情報を示す泡図である。
【図５】本発明と一致する形で広告を自動的に処理して前記広告を承認するか又は拒否す
るかを決定するために用いることができる典型的方法を示す流れ図である。
【図６】本発明と一致する形で広告を再処理して前記広告を承認するか又は拒否するかを
決定するのを援助するための広告主セルフサービスユーザーインタフェースを自動的に提
供するために用いることができる典型的方法を示す流れ図である。
【図７】本発明と一致する形で広告を手作業で処理して広告を承認するか又は拒否するか
を決定するのを援助するための広告引き渡しシステム顧客サービス代表者ユーザーインタ
フェースを提供するために用いることができる典型的方法を示す流れ図である。
【図８】本発明と一致する形で広告違反を決定するために用いられる方針規則を格納する
ために用いることができる典型的データ構造を示した図である。
【図９】本発明と一致する形で広告方針を自動的に適用して広告違反を発見するために用
いることができる典型的方法を示す流れ図である。
【図１０】本発明と一致する形で、１つ以上の動作を行うこと、及び用いられた／生成さ
れた情報を格納することができる機械のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、広告ネットワークが流布／シンジケーションを目的として広告承認プロセス
を少なくとも部分的に自動化すること、及び／又は既に承認済みの広告を再検査すること
を援助するための斬新な方法、装置、メッセージフォーマット及び／又はデータ構造を含
むことができる。以下の説明は、当業者が本発明を製造及び使用するのを可能にすること
を目的とするものであり、特定の用途及びその要求事項を対象にして提供されている。従
って、本発明と一致する実施形態に関する以下の説明は、例及び説明を示すものであり、
余すところがないこと又は本発明を開示されている正確な形態に限定することは意図され
ていない。開示された実施形態は様々な修正が可能であることが当業者に明確になり、さ
らに下記の一般原理はその他の実施形態及び用途に対しても応用可能である。例えば、一
連の行為は流れ図を参照して説明することができるが、その他の実施形態においては、行
為の順序は、１つの行為の実行が他の行為の完了に依存していないときには異なることが
できる。さらに、依存していない行為は、並行して実行することができる。説明の中で用
いられるいずれの要素、行為及び指図も、その旨が明示されていないかぎり本発明にとっ
て極めて重要であるか又は不可欠であるとは解釈すべきでない。さらに、本明細書におい
て用いられる単数形は、１つ以上の項目又は品目を含むことが意図されている。１つの項
目又は品目のみが意図されている場合は、「１つの」という言葉又は類似の文言が用いら
れる。以上のように、本発明は、示されている実施形態に限定することを意図するもので
はなく、さらに、本発明の発明者は、本発明が特許権を取得可能な主題であるとみなして
いる。
【００１４】
　以下では、本明細書において用いることができる用語が第４．１項において定義される
。次に、本発明が動作することができる環境、又は本発明が動作時に並存することができ
る環境が第４．２項において説明される。本発明の典型的実施形態が第４．３項において
説明される。本発明の典型的実施形態における動作例が第４．４項に示される。最後に、
本発明に関する幾つかの結論が第４．５項に示される。
【００１５】
４．１　定義
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　オンライン広告は、様々な固有の機能を有することができる。これらの機能は、アプリ
ケーション及び／又は広告主によって指定することができる。これらの機能は、以下では
「広告機能」と呼ばれる。例えば、テキスト広告の場合は、広告機能は、タイトル行、広
告用のテキスト、及び埋め込まれたリンクを含むことができる。画像広告の場合は、広告
機能は、画像、実行可能コード、及び埋め込まれたリンクを含むことができる。広告機能
は、オンライン広告の種類に依存して、テキスト、リンク、音声ファイル、映像ファイル
、画像ファイル、実行可能コード、埋め込み情報、等のうちの１つ以上を含むことができ
る。
【００１６】
　オンライン広告を提供時には、１つ以上のパラメータを用いて該広告の提供方法、提供
日時、及び／又は提供場所を記述することができる。これらのパラメータは、以下では「
広告提供パラメータ」と呼ばれる。広告提供パラメータは、例えば、広告が提供された又
は広告とともに提供されたドキュメントの特長（該ドキュメント上の情報を含む）、前記
広告の提供と関連された検索問い合わせ又は検索結果、ユーザーの特徴（地理上の所在場
所、ユーザーが使用した言語、使用されたブラウザの種類、それ以前におけるページ閲覧
、それ以前の行動、ユーザーアカウント、システムによって用いられるウェブクッキー、
ユーザーデバイスの特性、等）、要求を開始させたホストサイト又はアフィリエイトサイ
ト（Ａｍｅｒｉｃａ　Ｏｎｌｉｎｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ、等）、前記広告が提供
されたページ上における前記広告の絶対位置、提供されたその他の広告との関係における
前記広告の位置（空間的位置又は時間的位置）、前記広告の絶対的大きさ、その他の広告
と比較した場合における前記広告の相対的大きさ、広告の色、提供されたその他の広告数
、提供されたその他の広告の種類、提供時刻、提供曜日、提供日、等のうちの１つ以上を
含むことができる。当然のことであるが、本発明の適用範囲内において使用できるその他
の広告提供パラメータも存在する。
【００１７】
　広告提供パラメータは、広告機能にとって本質的なものではないが、広告提供条件又は
制限事項として広告と関連させることができる。前記広告提供パラメータは、広告提供条
件又は制限事項として使用時には、単に「広告提供制限事項」（又は「ターゲット特定基
準」）と呼ばれる。例えば、幾つかのシステムにおいては、広告主は、平日のみに提供す
る、ある一定の位置よりも低くしない、ある一定の所在場所のユーザーのみに提供する、
等の条件を指定することによって広告を提供するターゲットを特定することができる。他
の例として、幾つかのシステムにおいては、広告主は、ページ問い合わせ又は検索問い合
わせがある一定のキーワード又はフレーズを含む場合のみに広告が提供されるように指定
することができる。さらに他のとして、幾つかのシステムにおいては、広告主は、提供対
象ドキュメントがある一定の話題又は概念を含む場合のみに、又は１つの又は複数の特定
のクラスタの下に入るか若しくはその他の１つの又は複数の分類の下に入る場合のみに、
自己の広告が提供されるように指定することができる。さらに、幾つかのシステムにおい
ては、広告主は、一定の特徴を有するユーザーデバイスのみに広告を提供するように（又
は提供しないように）指定することができる。
【００１８】
　「広告情報」は、広告機能、広告提供制限事項、広告機能又は広告提供制限事項から導
き出すことが可能な情報（「広告派生情報」と呼ばれる）、及び／又は広告に関連する情
報（「広告関連情報」と呼ばれる）、さらには前記情報の敷衍情報（広告関連情報から導
き出される情報、等）のあらゆる組合せを含むことができる。
【００１９】
　広告の選択数（例えばクリックスルー数）とインプレッション数（すなわち、広告が提
供される回数）の比率は、前記広告の「選択率」（又は「クリックスルー率」）であると
定義される。
【００２０】
　「コンバージョン」は、ユーザーが以前に提供された広告に関連するトランザクション
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を完遂させた時点で発生したと言われる。コンバージョンを構成する要素は、各々の事例
ごとに異なり、様々な方法で決定することができる。例えば、ユーザーが広告をクリック
し、広告主のウェブページにジャンプされ、前記ウェブページを去る前に購入を完遂させ
たときにコンバージョンが発生する。代替として、コンバージョンとは、広告を見せられ
たユーザーが予め決められた期間(例えば7日)内に前記広告の広告主のウェブページ上に
おいて購入を行うことであると定義することができる。さらに他の代替においては、コン
バージョンとは、測定可能な／観察可能なユーザーの行動、例えば、ホワイトペーパーの
ダウンロード、ウェブサイトの少なくともある所定の深さまでナビゲートする、少なくと
もある一定数のウェブページを閲覧する、少なくとも予め決められた長さの時間をウェブ
サイト上又はウェブページ上で費やす、等、であると広告主は定義することができる。ユ
ーザーの行動が購入完遂行動ではない場合でも、前記ユーザーが成約見込み者になり得る
ことがしばしばあるが、コンバージョンを構成するユーザーの行動は、この定義に限定さ
れるわけではない。実際、コンバージョンの構成要素に関してはその他の数多くの定義が
可能である。
【００２１】
　広告のコンバージョン数とインプレッション数（すなわち、広告が提供される回数）の
比は、「コンバージョンレート」と呼ばれる。例えば、コンバージョンは、ある広告が提
供されて以降の予め決められた時間内に発生することができると定義した場合は、コンバ
ージョンレートに関して可能な１つの定義として、過去に予め決められた時間以上にわた
って提供されている広告しか考慮することができないと定義することもできる。
【００２２】
　「ドキュメント」は、機械によって読み取り可能でありさらに機械によって格納可能な
あらゆる作業成果物を含むと広義に解釈すべきである。ドキュメントは、ファイル、ファ
イルの組合せ、その他のファイルへのリンクが埋め込まれた１つ以上のファイル、等であ
る。これらのファイルは、テキスト、音声、画像、映像、等のあらゆる種類のファイルで
あることができる。１つのドキュメントのうちでエンドユーザーに提供される部分は、前
記ドキュメントの「コンテンツ」であると考えることができる。ドキュメントは、コンテ
ンツ（単語、写真、等）及びそのコンテンツの意味の表示（電子メールフィールドとその
関連データ、ＨＴＭＬタグとその関連データ、等）の両方を含む「構造化データ」を含む
ことができる。ドキュメント内における広告スポットは、埋め込まれた情報又は命令によ
って定義することができる。インターネットに関しては、共通のドキュメントはウェブペ
ージである。ウェブページは、コンテンツを含むことがしばしばあり、埋め込まれた情報
（メタ情報、ハイパーリンク、等）及び／又は埋め込まれた命令（Ｊａｖａ（登録商標）
Ｓｃｒｉｐｔ、等）を含むことができる。多くの場合においては、ドキュメントはアドレ
ス指定可能な記憶場所を有しており、このため、このアドレス指定可能記憶場所によって
一意で識別することができる。ユニバーサルリソースロケーター（ＵＲＬ）は、インター
ネット上の情報にアクセスするために用いられるアドレスである。
【００２３】
　「ドキュメント情報」は、ドキュメントに含まれているすべての情報、ドキュメントに
含まれている情報から導き出すことができる情報（ドキュメント派生情報）と呼ばれる）
、及び／又はドキュメントに関連する情報（「ドキュメント関連情報」と呼ばれる）、及
び前記情報の敷衍情報（関連情報から導き出される情報、等）を含む。ドキュメント派生
情報の一例は、ドキュメントのテキストコンテンツに基づく分類である。ドキュメント関
連情報例は、インスタントドキュメントへのリンクを有するその他のドキュメントからの
ドキュメント情報、及び、インスタントドキュメントがリンクしているその他のドキュメ
ントからのドキュメント情報、等である。
【００２４】
　ドキュメントのコンテンツは、「コンテンツ提供アプリケーション又はデバイス」で提
供することができる。コンテンツ提供アプリケーション例は、インターネットブラウザ（
Ｅｘｐｌｏｒｅｒ、Ｎｅｔｓｃａｐｅ、Ｏｐｅｒａ、Ｍｏｚｉｌｌａ、等）と、メディア
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プレーヤー（ＭＰ３プレーヤーと、Ｒｅａｌｎｅｔｗｏｒｋｓストリーミング音声ファイ
ルプレーヤー、等）と、ビューワー（Ａｄｏｂｅ　Ａｃｒｏｂａｔ　ｐｄｆリーダー、等
）と、を含む。
【００２５】
　「コンテンツオーナー」は、ドキュメントのコンテンツに対して何らかの所有権を有す
る人またはエンティティである。コンテンツオーナーは、コンテンツの著者の場合がある
。さらに加えて、又はその代替として、コンテンツオーナーは、コンテンツを複製する権
利、コンテンツの派生的作品を準備する権利、コンテンツを公開するか又は公に実施する
権利、及び／又はその他の人による使用が法律によって禁止されたその他のコンテンツ権
を有することができる。コンテンツサーバーは、提供するドキュメントのコンテンツのコ
ンテンツオーナーであることができるが、コンテンツオーナーである必要はない。
【００２６】
　「ユーザー情報」は、ユーザーの行動に関する情報及び／又はユーザープロフィール情
報を含む。
【００２７】
　「電子メール情報」は、電子メールに含まれているあらゆる情報（「内部電子メール情
報」とも呼ばれる）、電子メールに含まれている情報から導き出すことが可能な情報及び
／又は電子メールに関連する情報、さらに加えて前記情報の敷衍情報（関連情報から導き
出された情報、等）を含む。電子メールから導き出された情報の一例は、電子メールの件
名の行から抜粋された言葉によって構成される検索問い合わせに応答して返送された検索
結果から抜粋されるかまたはその他の形で導き出された情報である。電子メール情報に関
連する情報例は、ある所定の電子メールを送信した送信者と同じ送信者によって送信され
た１つ以上のその他の電子メールに関する電子メール情報、又は、電子メール受信者に関
するユーザー情報を含む。電子メール情報から導き出される情報又は電子メール情報に関
連する情報は、「外部電子メール情報」と呼ぶことができる。
【００２８】
４．２　本発明が動作することができる環境又は本発明が動作時に並存することができる
環境
　図１は、本発明を用いることができる典型的環境を示す。図示されている構成要素は、
例えばネットワーク又はインターネットワーク（図示されていない）を介して互いに通信
することができる。１人以上の広告主１１０の各々は、潜在的顧客（図示されていない）
に提示したい広告を有する。広告ネットワーク１４０は、前記広告を流布させ、潜在的顧
客、例えば、広告消費者１５０のウェブページを使用する及び閲覧する個人、は、これら
の広告を見ることができる。広告主１１０は、典型的には、直接又は広告ネットワーク１
４０を介して間接的に、広告が潜在的顧客に提供されるようにする機会に関して広告消費
者１５０を補償する。さらに、広告ネットワーク１４０は、広告の掲載を制御するための
追加ソフトウェアを用いて又は用いずに、その他の広告消費者１５０（例えば、その他の
ウェブサイトプロバイダ）に広告を販売することができる。この販売は、「シンジケーシ
ョン」と時々呼ばれる。
【００２９】
　広告ネットワーク１４０は、有利なことに、提出された広告を自己のウェブサイト上の
又はシンジケーションされた広告消費者のウェブサイト上のページとともに提供できるよ
うになる前に前記提出された広告を審査するための承認システム１２０を用いることがで
きる。この審査は、一般的には、広告ネットワーク１４０の従業員又は代理人が各広告を
検討して問題の有無を確認する手作業である。前記問題は、不正確な句読点、大文字化、
文法、スペル、又はスペースを含む。その他の問題例は、不正確な価格又は禁止されたテ
キストを含むことができる。さらにその他の例は、不適切なコンテンツと、リストと、誇
張表現と、販売促進と、競争上の主張と、不適切な商品と、不適切なサービスと、繰り返
しと、を含む。
【００３０】
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　さらに、広告は、広告を提供するのが適切な時点を決定するために用いられる広告提供
制限事項（例えば、ターゲット特定キーワード）を含むことができる。例えば、ユーザー
がトヨタの車に関してオンライン検索した場合は、ターゲット特定キーワードである「ト
ヨタ」を含むトヨタの広告を検索結果ページ上に掲載することができる。この掲載は、広
告ネットワーク１４０が数多くの異なるユーザーによって見られる様々なページビュー上
に数多くの広告を掲載することができる１つの方法である。しかしながら、広告主１１０
によって要求されたターゲット特定キーワードが一般的すぎる場合は、前記広告主の広告
は、あまりにも頻繁に提供される可能性がある。このことは、ユーザーの不良な経験、及
び金銭化が不良な広告とページ閲覧に至る可能性がある。従って、提出された広告を承認
システム１２０において手作業で審査することは、前記のような「一般的すぎる」ターゲ
ット特定キーワード（又はその他の何らかの広告提供制限事項）を問題として特定するこ
とを含めることができ、これらの広告がコンテンツプロバイダ１４０によって用いられる
のを承認しないことができる。
【００３１】
　本発明と一致する一実施形態においては、広告承認システム１２０は、少なくとも部分
的に自動化され、方針規則を用いる。前記システムはほぼ完全に自動化することが可能で
あるが、人間（広告引き渡しシステム顧客サービス代表者）が自動化された広告決定を無
効にすること（承認すること、承認しないこと、警告すること、等）ができる。
【００３２】
　広告が承認された時点で、広告提供システム１３０によって提供するために入手可能に
することができる。承認された広告は、提供されるときには、広告ネットワーク１４０自
体のウェブサイトからのページビューの広告スポット上に掲載されるか、又はその他のコ
ンテンツプロバイダのウェブサイトのページビューの広告スポット上に掲載するためにシ
ンジケーションされる。
【００３３】
４．３　典型的実施形態
　後述されるように、本発明と一致する様々な実施形態は、（ａ）方針規則に照らして自
動的に広告を検査するのをサポートするシステム、（ｂ）広告主が方針規則を順守する広
告を提出し、１つ以上の方針規則を順守しない広告を訂正し、及び／又は前記方針規則の
適用免除を要求するのを援助するシステム、及び（ｃ）広告引き渡しシステム顧客サービ
ス代表者が、広告が方針規則を順守するのを確認し、１つ以上の方針規則を順守していな
い広告を訂正し、広告を承認し又は承認せず、及び／又は免除要求を承認する又は承認し
ないのを援助するシステムのうちの１つ以上を含むことができる。本発明と一致する幾つ
かの実施形態は、上記のシステムのうちの１つしか含むことができない。本発明と一致す
るその他の実施形態は、前記システムのうちの２つを含むことができる。本発明と一致す
るさらにその他の実施形態は、上記の３つのシステムをすべて含むことができる。本発明
と一致し、上記のシステムのうちの２つ又は３つを含む幾つかの実施形態は、上記のシス
テムのうちの２つ以上によって共有される構成要素を含むことができる。
【００３４】
　図２は、本発明と一致する形で、広告主セルフサービスユーザーインタフェースを含む
自動化された広告方針検査システムによって実行することができる動作、及び生成、使用
、及び／又は格納することができる情報を示す泡図である。広告主２１０は、（新しい又
は修正された）広告、及び／又は免除要求を、広告主セルフサービスユーザーインタフェ
ース動作２２０を介して提出することができる。広告主セルフサービスユーザーインタフ
ェース動作２２０は、方針情報２３０（及びおそらく広告情報２４０）を用いて、（ａ）
提出された広告を承認する、（ｂ）提出された広告を承認しない、（ｃ）（おそらく問題
を訂正するためのヒント又は提案が注記された）提出された広告を広告引き渡しシステム
顧客サービス代表者に渡すか又は広告主に戻す、及び／又は（ｄ）免除要求を得ないかぎ
り（及びおそらく広告引き渡しシステム顧客サービス代表者に免除要求を渡さないかぎり
）広告が承認されないことを広告主に警告するかどうかを決定することができる。広告主
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セルフサービスユーザーインタフェース動作２２０は、（ａ）広告主からの免除要求を広
告引き渡しシステム顧客サービス代表者に渡すこと、及び／又は（ｂ）免除要求に関する
決定を広告主に提供することもできる。上記の動作は、広告主セルフサービスユーザーイ
ンタフェース動作２２０自体によって行うことができる。代替として、上記の動作の一部
又は全部は、（幾つかの異なるシステムによって共有及び使用することができる）別個の
方針自動検査動作２５０によって行うことができる。
【００３５】
　方針情報２３０は、（例えば広告主によって提出された）新しい又は修正された広告、
及び／又はアクティブ状態である現在の広告（すなわち、広告引き渡しシステムによる引
き渡しに関して以前に承認されている広告）に対して強制的に適用される方針規則を含む
ことができる。方針情報２３０は、訂正提案、免除（以下では、一般性を失うことなしに
「ホワイトリスト」と呼ばれる）、等を含むことも可能である。方針情報２３０は、単純
な規則を含むことができる。例えば、広告クリエイティブを検査し、スペル、スペース、
大文字化、不適切なテキスト、商標違反、等の有無を確認することができる。方針情報２
３０の一部又は全部は、幾つかの異なるシステムによって共有及び使用することができる
。
【００３６】
　広告情報２４０は、広告引き渡しシステムによる引き渡しのために利用可能な、格納さ
れた広告を有するデータベースを関連情報とともに含むことができる。広告情報２４０は
、（例えば、自動化された承認システムによる、又は人間による）承認検査待ち状態の提
出された広告が入った承認ビンを含むことも可能である。
【００３７】
　上記に鑑み、広告主２１０は、広告を訂正する方法、提出された広告が広告システムの
方針規則を順守するように訂正する方法、及び／又は１つ以上の方針の免除を要求する方
法に関する提案又はヒントを受け取ることができる。
【００３８】
　図３は、本発明と一致する広告引き渡しシステム顧客サービス代表者インタフェースを
含む自動化された広告方針検査システムによって実行することができる動作、及び／又は
生成、使用、及び／又は格納することができる情報を示す泡図である。広告引き渡しシス
テム顧客サービス代表者３１０は、（ａ）広告を検索する、（ｂ）免除要求を検索する、
（ｃ）広告承認及び／又は広告不承認を入力及び／又は送信する、及び／又は（ｄ）広告
引き渡しシステム顧客サービス代表者ユーザーインタフェース動作３２０を介して免除承
認及び／又は免除不承認を入力及び／又は送信することができる。広告引き渡しシステム
顧客サービス代表者ユーザーインタフェース動作３２０は、方針規則及びその他の関連情
報を方針情報３４０から入手することができる。
【００３９】
　広告引き渡しシステム顧客サービス代表者３１０は、アクティブ状態又は提出されたば
かりの状態のいずれであるかにかかわらず、広告の状態を検査し、究極的には前記広告が
承認可能かどうかについての最終決定を行うことができる。広告引き渡しシステム顧客サ
ービス代表者３１０は、（ａ）広告情報３３０に含められている承認ビン内に格納された
広告を検索すること、（ｂ）注釈が付けられた広告をその他のシステム（例えば、図２を
参照して上述されている広告主セルフサービスユーザーインタフェース動作２２０、図４
を参照して後述される自動検査動作４１０、等）から広告を受け取ること、及び／又は（
ｃ）免除要求を受け取ることができる。
【００４０】
　上記の動作は、広告引き渡しシステム顧客サービス代表者ユーザーインタフェース動作
３２０自体によって行うことができる。代替として、上記の動作の一部又は全部は、（幾
つかの異なるシステムによって共有及び使用できる）別個の方針自動検査動作３５０によ
って行うことが可能である。
【００４１】
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　図２の方針情報２３０の場合と同じように、方針情報３４０は、（例えば広告主によっ
て提出された）新しい又は修正された広告、及び／又はアクティブ状態である現在の広告
（すなわち、広告引き渡しシステムによる引き渡しに関して以前に承認されている広告）
に対して強制的に適用される方針規則を含むことができる。方針情報３４０は、訂正提案
、免除（以下では、一般性を失うことなしに「ホワイトリスト」と呼ばれる）、等を含む
ことも可能である。方針情報３４０は、単純な規則を含むことができる。例えば、広告ク
リエイティブを検査してスペル、スペース、大文字化、不適切なテキスト、商標違反、等
を確認することができる。方針情報３４０の一部又は全部は、幾つかの異なるシステムに
よって共有及び使用することができる。
【００４２】
　図２の方針情報２４０の場合と同じように、広告情報３３０は、広告引き渡しシステム
による引き渡しのために利用可能な格納された広告を有するデータベースを関連情報とと
もに含むことができる。広告情報３３０は、（例えば、自動化された承認システムによる
、又は人間による）承認検査待ち状態の提出された広告が入った承認ビンを含むことも可
能である。
【００４３】
　上記に鑑み、広告引き渡しシステム顧客サービス代表者３１０は、広告を検索又は受け
取ること、提出された広告が広告システムの方針規則を順守するように訂正すること、広
告を承認するか又は承認しないこと、及び／又は１つ以上の方針規則の免除要求を承認す
るか又は承認しないことが可能である。
【００４４】
　図４は、本発明と一致する自動化された広告方針検査システムによって実行することが
できる動作、及び生成、使用、及び／又は格納することができる情報を示す泡図である。
自動検査動作４１０は、（ａ）広告情報４２０として含められている承認ビンから広告を
検索すること、（ｂ）新しい及び／又は修正された広告を承認すること、（ｃ）新しい及
び／又は修正された広告を承認しないこと、（ｃ）（おそらく広告に１つ以上の方針を順
守させるようにするためのヒント又は提案が注記された）新しい及び／又は修正された広
告を広告主及び／又は広告引き渡しシステム顧客サービス代表者に渡すこと、及び／又は
（ｄ）以前に承認された広告を再検査することができる。自動検査動作４１０は、広告を
検査特許に方針情報４３０を用いることができる。
【００４５】
　上記の動作は、自動検査動作４１０自体によって行うことができる。代替として、上記
の動作の一部又は全部は、（幾つかの異なるシステムによって共有及び使用できる）別個
の方針自動検査動作４４０によって行うことが可能である。
【００４６】
　図２及び３のそれぞれの方針情報２３０及び３４０の場合と同じように、方針情報４３
０は、（例えば広告主によって提出された）新しい又は修正された広告、及び／又はアク
ティブ状態である現在の広告（すなわち、広告引き渡しシステムによる引き渡しに関して
以前に承認されている広告）に対して強制的に適用される方針規則を含むことができる。
方針情報４３０は、訂正提案、免除（以下では、一般性を失うことなしに「ホワイトリス
ト」と呼ばれる）、等を含むことも可能である。方針情報４３０は、単純な規則を含むこ
とができる。例えば、広告クリエイティブを検査してスペル、スペース、大文字化、不適
切なテキスト、商標違反、等を確認することができる。方針情報４３０の一部又は全部は
、幾つかの異なるシステムによって共有及び使用することができる。
【００４７】
　図２及び３のそれぞれの方針情報２４０及び３３０の場合と同じように、広告情報４２
０は、広告引き渡しシステムによる引き渡しのために利用可能な格納された広告を有する
データベースを関連情報とともに含むことができる。広告情報４２０は、（例えば、自動
化された承認システムによる、又は人間による）承認検査待ち状態の提出された広告が入
った承認ビンを含むことも可能である。
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【００４８】
　上記に鑑み、自動検査動作４１０は、新しい広告及び修正された広告による方針の順守
を自動的に検査するために用いることができる。自動検査動作４１０は、以前に承認され
た広告を新たな方針上の要求事項（例えば、前記広告の承認後に公布された方針上の要求
事項）、及び／又は永続的な方針（例えば、広告の修正なしに変化する可能性があるラン
ディングページの検査）に照らして検査するのを可能にする。
【００４９】
　広告は、本発明と一致する形で様々な時点において検査することが可能である。例えば
、（ｉ）広告主が（例えば、広告主セルフサービスユーザーインタフェースを介して）広
告グループを提出した時点、（ｉｉ）（例えば、自動検査動作を介して）バルクアップロ
ードツールを用いて広告が提出された時点、（ｉｉｉ）広告又は方針の変更が入力された
時点、（ｉｖ）顧客サービス代表者が（例えば、顧客サービス代表者ユーザーインタフェ
ースを通じて）広告を調査した時点、及び（ｖ）（例えば、永続的な方針妥当性検査シス
テムを介して）広告が実行中の任意の時点のうちの１つ以上の時点が発生したときに広告
を検査することができる。
【００５０】
４．３．１典型的方法
　図５は、本発明と一致する形で広告を自動的に検査するために用いることができる典型
的方法５００を示す流れ図である。方法５００の異なる分枝は、発生する可能性がある異
なるイベントに応じて実行することができる。（ブロック５０５）　１つのイベントは、
（例えば広告承認ビンに格納された）広告承認要求の受取りであることができる。このイ
ベントが発生した時点で、方針情報を用いて広告が検査される。（ブロック５１５）ブロ
ック５１５において広告を検査後、方法５００は、３つの結論のうちの１つに達すること
ができる。（ブロック５３０）すなわち、広告を承認すること、承認しないこと、又は渡
すことができる。広告が承認された場合は、承認されたことが表示され、タイムスタンプ
を押すか又は後続検査スケジュールを設定することができる。（ブロック５５５）さらに
、広告が承認されたときに分類することができる（家庭にとって安全である、家庭にとっ
て安全でない、ポルノである、等）。（ブロック５６０）広告が渡される場合は、いずれ
の方針規則が違反されている可能性があるかに関するヒントを提供する注釈が付けられ、
さらなる検査のために広告引き渡しシステム顧客サービス代表者に転送される。（ブロッ
ク５５０）最後に、広告が承認されない場合は、（例えば電子メールを通じて）広告主及
び／又は広告代表者に前記不承認を知らせることができ、さらに前記不承認の理由を知ら
せることも可能である。（ブロック５３５）広告がアクティブ状態である場合は使用不能
にすることができる。（ブロック５４０）前記広告は、広告引き渡しシステム顧客サービ
ス代表者がのちに検査するために広告データベース内の承認ビンに転送することができる
。（ブロック５４５）
　再度イベントブロック５０５に関して、アクティブな広告を再確認する時点である場合
は、永続的方針が検査される（例えばランディングページの精査）。（ブロック５１０）
　ブロック５１０においてアクティブな広告を検査後は、方法５００は、２つの結論のう
ちの１つに達することができる。（ブロック５２０）すなわち、広告を承認すること又は
承認しないことができる。広告が承認された場合は、承認されたことが表示され、タイム
スタンプを押すか又は後続検査スケジュールを設定することができる。（ブロック５２５
）広告が承認されない場合は、方法５００は、（既述の）ブロック５３５に進むことがで
きる。
【００５１】
　再度ブロック５５５及び５２５に関して、広告が承認されたことを表示時に、タイムス
タンプを押すか又は後続検査スケジュールを設定することができる。前記後続検査は、既
存の及び新たな方針規則を再確認し（それによって一致しているのを確認すること）、及
び／又は永続的方針を強制的に適用することができる。広告にタイムスタンプを押すこと
によって、その他の承認システムは、前記広告が最後に精査されて承認された時点（及び
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おそらく承認者）を知る。
【００５２】
　再度ブロック５１５に関して、広告は、（様々な動作によって用いることができる）自
動方針検査動作を用いて広告システムの方針規則に照らして検査することができる。
【００５３】
　再度ブロック５３５に関して、広告が承認されない場合は、方法５００は、例えば電子
メールを通じて、広告主及び／又は広告顧客代表者に前記不承認を通知することができる
。前記電子メールは、違反の数と種類を説明すること及び順守提案を示すことができる。
【００５４】
　再度ブロック５４０に関して、広告がアクティブ状態である場合は、前記広告が使用不
能にされる前に広告システムの方針規則を順守するように前記広告を修正するための猶予
期間を広告主に与えることができる。
【００５５】
　再度ブロック５１０に関して、検査すべき１つの重要な永続的方針は、広告のランディ
ングページ（行先ページ）である。広告ランディングページに関する２つの典型的要求事
項は、（１）これらのランディングページがポップアップ広告を用いないこと及び（２）
これらのランディングページがブラウザの「戻る」ボタンの機能を保持することである。
この検査は、行先ページのこれらの及びその他の数多くの性質を発見するように設計され
たサーバーを用いて実行することができる。これらの行先ページの性質は、広告システム
の方針規則、例えば直前に上述された２つの規則のうちのいずれかに違反しているかどう
かを発見するために用いることができる。この型の永続的方針妥当性検査は、広告システ
ムが広告主の広告ランディングページ及び広告変更をモニタリングできるようにするため
に方法５００によって実行される。
【００５６】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、自動検査方法５００は、広
告を承認する又は承認しないと分類することに関して特別に控え目であり、人間を用いて
行動を確認する機会として広告を渡してシステムが調整を必要とする箇所に関するフィー
ドバックを得ることがしばしばできる。
【００５７】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、自動検査方法５００の決定
に対してさらなる影響を与えるために各広告主に関する信用点数を用いることができる。
例えば、広告主は、広告システムによって追跡し、過去の広告の成績及び承認に基づいて
信用点数を付けることができる。前記実施形態においては、自動検査方法５００は、信用
される広告主が自動的に承認されないのを回避すること、及び／又は信用点数が低い広告
主が自動的に承認されるのを回避することを選択することができる。
【００５８】
　図６は、本発明と一致する形で広告承認に関する広告主セルフサービスユーザーインタ
フェースを提供するために用いることができる典型的方法６００を示す流れ図である。方
法６００の分枝は、異なるイベントの発生に応じて実行することができる。（ブロック６
０５）新しい広告又は修正された広告のいずれか、又は免除要求が広告主から受け取られ
る。提出された広告は、新しい広告であるか又は修正された広告であるにかかわらず、方
針情報を用いて検査される。（ブロック６１０）　ブロック６１０において広告を検査後
は、方法６００は、４つの結論、承認する、承認しない、警告する、又は渡すのうちの１
つに達することができる。方法６００は、達した結論に依存して異なる行為を行う。（ブ
ロック６１５）
　広告が承認された場合は、承認されたことを表示することができる。さらに、前記広告
は、タイプスタンプを押すか又は後続スケジュールを設定することができる。（ブロック
６２０）
　広告が渡される場合は、いずれの規則に違反している可能性があるかに関するヒントを
提供する注釈が付けられ、手作業による検査のために広告引き渡しシステム顧客サービス
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代表者に転送される。（ブロック６３０）　
　結論が警告である場合は、広告主から免除を要求することができる。（ブロック６３５
）
　最後に、広告が承認されない場合は、広告主及び／又は広告引き渡しシステム顧客サー
ビス代表者に前記不承認を知らせることができる。さらに、広告がアクティブ状態である
場合は使用不能にすることができる。（ブロック６４５）代替として、広告は、広告引き
渡しシステム顧客サービス代表者及び／又は自動検査動作による検査のために（広告デー
タベース内の）承認ビンに転送することができる。（ブロック６５０）
　再度ブロック６０５に関して、（例えばブロック６３５において行われた要求に応じた
）免除が受け取られた場合は、広告は、検査のために広告引き渡しシステム顧客サービス
代表者に転送することができる。（ブロック６２５）
　再度ブロック６２０に関して、広告が承認されたことを表示時に、タイムスタンプを押
すか又は後続検査スケジュールを設定することも可能である。前記後続検査は、既存の及
び新たな方針規則を再確認し（それによって一致しているのを確認すること）、及び／又
は永続的方針を強制的に適用することができる。広告にタイムスタンプを押すことによっ
て、その他の承認システムは、前記広告が最後に精査されて承認された時点（及びおそら
く承認者）を知る。
【００５９】
　再度ブロック６３５に関して、方法６００によって警告が出されたときには、方法６０
０は、免除要求を行うように広告主にプロンプトし、広告の違反の数及び種類を示す。広
告主は、免除要求を提出することができ、前記免除要求は、審査のために広告引き渡しシ
ステム顧客サービス代表者に転送される。（例えば、判断ブロック６０５及びブロック６
２５を思い出すこと。）
　再度ブロック６１０に関して、広告主によって提出された広告は、広告システムの方針
情報を用いて検査される。広告主によって提出された広告に関して違反が存在する場合は
、前記違反の数及び種類が決定される。代替実施形態においては、広告は、（様々な動作
によって用いることができる）自動方針検査動作を用いて検査することができる。
【００６０】
　図７は、広告引き渡しシステム顧客サービス代表者が本発明と一致する形で手作業で広
告を処理すること及び手作業で免除要求を処理することを援助するために用いることがで
きる典型的方法７００を示す流れ図である。方法７００の様々な分枝は、様々なイベント
の発生に応じて実行することができる。（ブロック７０５）。方法７００は、広告引き渡
しシステム顧客サービス代表者による要求に応じて（図示されていない）広告データベー
ス内の広告を精査することができる。従って、広告引き渡しシステム顧客サービス代表者
は、以前に自動検査動作によって検査された広告を精査すること、以前に広告主セルフサ
ービスユーザーインタフェース動作によって精査された広告を精査すること、又はいずれ
かの承認システムによってまったく検討されていない広告を精査することができる。
【００６１】
　再度イベントブロック７０５に関して、広告情報が受け取られた場合は、方法７００は
、手作業による審査及び承認のために単に前記情報を広告引き渡しシステム顧客サービス
代表者に転送する。（ブロック７１０）広告引き渡しシステム顧客サービス代表者によっ
て広告が審査された時点で、受け入れること又は拒否することができる。イベントブロッ
ク７０５に関して、広告情報が承認されない場合は、広告引き渡しシステム顧客サービス
代表者は、前記不承認を広告主に知らせることができる。（ブロック７３０）この連絡は
、知らせは、不承認に関する詳細情報、例えば、理由、違反、違反の数と種類、等を含む
ことができる。さらに、方法７００は、提出された又は修正された広告を拒否することが
でき、前記広告がアクティブ状態である場合は、方法７００は前記広告を使用不能にする
ことができる。（ブロック７３５）再度イベントブロック７０５に関して、広告情報が承
認された場合は、承認されたことを表示することができる。（ブロック７４０）前記広告
は、タイムスタンプを押すこと又は後続検査スケジュールを設定することもできる。さら
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に、前記広告は、広告引き渡しシステムによって提供するために広告データベースに転送
することができる。（ブロック７４５）
　（広告主によって提出された）免除要求情報が（広告主ユーザーインタフェースを通じ
て）受け取られた場合は、方法７００は、単に前記免除要求を広告引き渡しシステム顧客
サービス代表者に転送することができる。（ブロック７１５）免除が広告引き渡しシステ
ム顧客サービス代表者によって審査された時点で、前記免除要求を受け入れるか又は拒否
することができる。イベントブロック７０５に関して、前記免除要求が受け入れられた場
合は、前記免除要求に関する違反がホワイトリストに記載される。（ブロック７２０）（
ホワイトリストについては後述される。）他方、前記免除要求が拒否された場合は、免除
の拒否を広告主に知らせることができる。（ブロック７２５）
４．３．２　方針情報に関する典型的データ構造
　図８は、本発明と一致する形で広告違反を決定するために用いられる方針規則を格納す
るための典型的データ構造である。典型的データ構造８００によると、方針は、大量のデ
ータを含むことができる。このデータ及びその他の関連情報は、データベーステーブル内
に格納することができ、データへのアクセス、データの格納、修正、等のためにデータベ
ース動作を用いることができる。図示されるように、各規則に関するデータ構造８００は
、方針名８０５、短い説明８１０、長い説明８１５、改善提案８２０、内部リンク８２５
、外部リンク８３０、方針の型８３５、検査対象コード８４０、チェッカー機能データ８
４５、違反に関して収集すべきデータ及びフィリング方法８５０、各方針ごとの、言葉か
ら独立したホワイトリスト８５５、及び各方針ごとの、言葉中心のホワイトリスト８６０
のうちの１つ以上を含むことができる。これらのフィールドのうちの各々が以下において
説明される。
【００６２】
　「方針名」フィールド８０５は、データベース内の方針を参照するための主キーとして
用いられる。例えば、方針は、「繰り返された単語がない」という名前を付けることがで
きる。「短い説明」フィールド８１０は、行われた違反を説明する短い記述である。例え
ば、短い説明は、広告のテキスト内において単語が繰り返されていることを示す「テキス
ト－繰り返し: {単語}”にすることが可能である。１つの言葉ごとに１つの説明が存在す
ることに注目すること。「長い説明」フィールド８１５は、行われた違反を説明する長い
記述である。一例として、前記説明は、「あなたの広告では次の単語又は句が不必要に繰
り返されています：‘｛単語｝’。あなたの制限された広告スペースは．．．です」のよ
うにすることが可能である。「改善提案」フィールド８２０は、広告を改善して違反を回
避する方法を説明する提案事項を含むことができる。一例として、前記提案は、「単語｛
単語｝を繰り返さずに書き直してください」のようにすることができる。上記の説明及び
提案は、１つの言葉ごとに１つだけ利用可能であることに注目すること。「内部リンク」
フィールド８２５は、広告システム内の要員、例えば広告引き渡しシステム顧客サービス
代表者のみが利用可能な内部リンクを有するデータを含むことができる。広告引き渡しシ
ステム顧客サービス代表者は、違反に関する情報にアクセスするか又はその他の関連情報
を入手するためにこれらのリンクを用いることができる。例えば、内部リンクは、方針に
ついて説明するエディトリアルにリンクさせることができ、広告代表者は、明確化するた
めに用いることができる。「外部リンク」フィールド８３０は、広告主が利用可能な外部
リンクを有するデータを含むことができる。広告主は、違反に関する情報又はその他の関
連情報にアクセスするためにこれらのリンクを用いることができる。例えば、外部リンク
は、行われた違反について及び前記違反の回避／是正方法について説明したガイドライン
を含む広告システムウェブページにリンクすることができる。「方針の型」フィールド８
３５は、広告を審査するために必要なこと及び前記広告内のどの箇所において必要である
かを指定する。方針は、クリエイティブ等の幾つかの場所に適用することができる。クリ
エイティブに関して適用される方針は、型“Ｃ”（例えば、タイトルに関する特別の規則
）（１行目）、本文に関する特別の規則（２乃至３行目）、テキスト広告における可視Ｕ
ＲＬ（４行目）」に関する特別の規則として指定することができる。キーワードに対して
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適用されるその他の方針は、型“Ｋ”（固有の性質（汚い単語、等）、広告グループに関
するキーワードとクリエイティブの関係、等）として指定することができる。クリエイテ
ィブ／判定基準の行先ＵＲＬ（すなわち、ランディングページ）に対して適用される方針
は、型“Ｄ”（可視ＵＲＬとの関係、キーワード／クリエイティブテキストとの関係、参
照されたページの固有の性質（機能する、戻るボタンをサポートする、ポップアップ／ポ
ップアンダー）として指定し、行先ＵＲＬを標準ブラウザによって閲覧できる（例えば、
特別なソフトのインストールを要求せずに行先ＵＲＬをブラウザにローディングできる）
ようにすることが可能である。行先ＵＲＬとクリエイティブとの間の関係に対して適用さ
れる方針は、型“Ｌ”（例えば、関連性）として指定することができる。最後に、広告さ
れている商品に対して適用される方針は、型“Ｐ”として指定することができる（これら
は、疑わしいキーワードとして反映されることがしばしばある）。「検査対象コード」フ
ィールド８４０は、何らかの方針、例えば、不良な単語、不良な句読点、等と関連する違
反パターンを探す、を実行することがターゲットとして特定される個別化されたコードを
含むことができる。さらに、行先ＵＲＬを検査して前記行先ＵＲＬが機能するかどうか、
ポップアップを有するかどうか、戻るボタンが機能するかどうか、等を確認するコードを
有することが可能である。「チェッカー機能に関するデータ」フィールド８４５は、方針
検査機能にパラメータ（不良な単語、商標違反、等）を渡すために用いられる。「違反に
関して収集するデータ、及び自動フィリング方法」フィールド８５０は、何を検討すべき
か及び何を検査中であるか、例えばクリエイティブのタイトル又はテキスト、行先ＵＲＬ
、等を定義する。「各方針ごとの、言葉とは無関係のホワイトリスト」フィールド８５５
は、基本的には一定の違反を無視することを許容するフィルタであるホワイトリストを含
む。フィールド８５５内のホワイトリストは、使用された言葉とは無関係であるが特定の
方針に対して適用可能な特徴及び情報を有する。「各方針ごとの、言葉中心のホワイトリ
スト」フィールド８６０は、直前において説明されたフィールド８５５に類似しており、
ホワイトリストが言葉に依存しており、このため各ホワイトリストは１つの言葉だけに適
用される点だけが異なる。
【００６３】
　本発明と一致する少なくとも１つの実施形態においては、承認されない理由は、適切な
スペースが必要、誇張表現、繰り返し、文法、ポップアップ、アフィリエイト状態の特定
、スペル、ＵＲＬが機能しない、リストを導入しなければならずさらに句読点を含まなけ
ればならない、販売促進のための言葉、キーワードが商標、ランディングページが１、２
回クリックされるまでにオファーが反映されない、大文字化、表示ＵＲＬが行先ドメイン
内にない、コンテンツが受入不能、句読点、繰り返しが続く、キーワードがエディトリア
ルに関するガイドラインを満たしていない、句が受入不能、広告テキストが商標、戻るボ
タン、タイトルに関する句が受入不能、キーワードが一般的すぎる、コンテンツがキーワ
ードとして受入不能、キーワードが成人向けコンテンツを反映させていない、規定明確化
に関する要求、広告テキスト価格がウェブサイトにおいて反映されていない、表示ＵＲＬ
フィールド、キーワードの関連性、適切なスペースが必要、広告文字制限違反、リストを
導入しなければならずさらに句読点を含まなければならない、表示ＵＲＬが行先ドメイン
内にない、戻るボタン、及びタイトルに関する句が受入不能、のうちの１つ以上を含むこ
とができる。上記の列挙項目から理解できるように、承認しない理由の多くは、広告主セ
ルフサービスフロントエンドにおいて発生する可能性があり、前記広告主セルフサービス
フロントエンドにおいて検査することができる。これらの違反の少なくとも一部は、自動
的に決定することが可能であり、広告主が自己の広告を準備中にこれらの広告主に対して
指摘すべきである。
【００６４】
　当然のことであるが、異なる方針を格納することが可能であり、さらに異なるデータ構
造に方針を格納することができる。
【００６５】
４．３．３　典型的方針自動検査方法
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　図９は、本発明と一致する形での広告承認に関して広告違反を自動的に発見してその結
果を要求中のシステムに返送するために用いることができる典型的方法９００を示す流れ
図である。上述されるように、前記方法は、幾つかの異なる動作、例えば、広告主セルフ
サービス動作、広告引き渡しシステム顧客サービス代表者動作、自動検査動作、等におい
て用いることができる。方法９００は、要求中のアプリケーションから１つ以上の候補広
告を受け入れることができる。（ブロック９１０）　次に、広告システムの方針規則を用
いてこれらの広告による違反の有無が検査される。（ブロック９２０）違反の有無を検査
後は、方法９００は、方針違反の組（空の組であることができる）を生成すること及び違
反に関するヒントを提供することができる。（ブロック９３０）前記違反の組は、ホワイ
トリスト情報を用いてフィルタリングすることができる。（ブロック９４０）その結果得
られた違反の組は、要求中のアプリケーションに戻される。（ブロック９５０）
　再度ブロック９２０及び９３０に関して、方法９００は、特定の広告に関する方針違反
のリスト及び違反テキストを単純に累積することができる（例えば、図８のフィールド８
１０、８１５及び８２０を思い出すこと）。
【００６６】
　再度ブロック９４０に関して、ホワイトリストは、基本的には、１つ以上の特定の違反
を無視することを可能にするフィルタである。違反がホワイトリストにおいて定義される
特徴と一致する場合は、広告代表者は、ホワイトリストを用いることによって、広告主か
らの免除要求を受け入れることができる。前記免除要求が承認された場合は、前記違反は
、方針情報におけるホワイトリストとして加えられ、従って、同じ違反を有する同じ広告
主からのその他の広告はすべて受け入れられる。さらに、前記違反は、広告主にかかわら
ず同じ違反を有するあらゆる広告が同様に受け入れられるようにホワイトリストに記載す
ることも可能である。これらのホワイトリストに関する方針規則及び修正は、（例えば、
ユーザーＩＤ、除去ユーザーＩＤ、生成日、等の情報を有するデータベース内のテーブル
を用いて）追跡することができる。例えば、ホワイトリストは、ホワイトリストの定義及
び変更追跡に関して必要な全情報を含む、方針規則と呼ばれるテーブル内に格納すること
ができる。特定の広告（キャンペーンＩｄ、アカウントＩｄ、顧客Ｉｄ、言語）のタプル
に関する方針違反の集まりを考慮して、方法９００は、いずれのホワイトリスト免除を適
用するかを決定する。
【００６７】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、方法９００は、方針情報デ
ータベースに対して問い合わせを行い、一組のホワイトリストを受け取ることができる。
各違反は、違反された方針、前記違反がいずれのクリエイティブ又は判定基準に当てはま
るか（「エンティティ」と呼ばれる）、違反テキスト（「テキスト」と呼ばれる）、等の
情報を含むことができる。方法９００は、「テキスト」に一致する違反された方針に関す
るホワイトリストを見つけ出す。さらに、本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態
においては、各ホワイトリストは、違反を承認することができる最大レベルを定義する値
“MaxFamilyStatus”を有する。さらに、各ホワイトリストは、前記ホワイトリストがキ
ャンペーンＩｄ、顧客Ｉｄ、及び言語をそれぞれ指定したかどうかを反映させた２進アル
ファベットに対する３タプル（「規則特定性」と呼ばれる）を有することができる。例え
ば、“Language=en_US”に関するホワイトリストの特定性は、(0,1,1)であり、“Custome
r Id=Amazon及びLanguage=en_US”に関するホワイトリストに関する特定性は、(0,1,1)で
ある。ここでは、第２のホワイトリストは言語及び顧客ＩＤの両方（顧客はＡｍａｚｏｎ
であり、使用言語は、英語－米語）によって指定されており、他方第１のホワイトリスト
は言語（使用言語は英語－米語）のみによって指定されているため、第２のホワイトリス
トのほうが第１のホワイトリストよりも特定性が高い。キャンペーンＩＤは特定性が最も
高く、顧客ＩＤは次に特定性が高く、言語は特定性が最も低い。
【００６８】
　テキストと一致する違反された方針に関するホワイトリストが見つかった場合は、方法
９００は、該当するホワイトリスト（又は適用規則）の各々に関するMaxFamilyStatus値
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を累積することも可能である。さらに、該当するホワイトリストの各々に関する特定性を
累積してソート中およびフィルタリング中に結び付き（ｔｉｅ）を破断できるようにする
ことができる。その結果、各違反に関するフィルタリングプロセスのこの時点において、
該当するホワイトリスト（又は適用規則）の典型的な構造は次のようになる。
【００６９】
違反＝（（方針Ｉｄ、エンティティ、テキスト）、規則－特定性、Rule－MaxFamilyStatu
s）
　該当するホワイトリストは、各違反に関する最も特定的なホワイトリストを選択するこ
とによって減らすことができる。
【００７０】
４．３．４　典型的装置
　図１０は、上述されている動作のうちの１つ以上を実行することができる機械１０００
のブロック図である。機械１０００は、１つ以上のプロセッサ１０６０と、１つ以上の入
力／出力インタフェース装置１０３０と、１つ以上の記憶装置１０５０と、結合された素
子間における情報伝達を容易にするための１つ以上のシステムバス及び／又はネットワー
ク１０４０と、を含む。１つ以上の入力装置１０１０及び１つ以上の出力装置１０２０は
、１つ以上の入力／出力インタフェース１０３０と結合させることができる。
【００７１】
　１つ以上のプロセッサ１０６０は、本発明の１つ以上の側面を実行するために機械によ
って実行可能な命令（例えば、カリフォルニア州パロ・アルトに所在するサン・マイクロ
システムズ・インクから入手可能なＳｏｌａｒｉｓオペレーティングシステム上で、又は
ノースカロライナ州ダラムに所在するレッド・ハット・インク、等のいくつかの販売業者
から幅広く入手可能なLinux（登録商標）オペレーティングシステム上で動作するＣ又は
Ｃ＋＋、等）を実行することができる。これらの機械で実行可能な命令の少なくとも一部
は、１つ以上の記憶装置１０５０に（一時的に又はそれよりも永続的に）格納することが
でき、及び／又は１つ以上の入力／出力インタフェース装置１０３０を通じて外部源から
受け取ることができる。
【００７２】
　一実施形態においては、機械１０００は、１つ以上の従来のパソコンであることができ
る。この場合は、処理装置１０６０は、１つ以上のマイクロプロセッサであることができ
る。バス１０４０は、システムバスを含む。記憶装置１０５０は、読取専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）及び／又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、等のシステムメモリを含む。さらに
、記憶装置１０５０は、ハードディスクからの読み取り及びハードディスクへの書き込み
を行うためのハードディスクドライブ、（例えば取り外し可能な）磁気ディスクからの読
み取り又は（例えば取り外し可能な）磁気ディスクへの書き込みを行うための磁気ディス
クドライブ、取り外し可能な（磁気）光学ディスク、例えばコンパクトディスク、等、又
はその他の（磁気）光学媒体からの読み取り又は該光学ディスク又は光学媒体への書き込
みを行うための光学ディスクドライブを含む。
【００７３】
　ユーザーは、例えばキーボード及びポインティング装置（例えばマウス）、等の入力装
置１０１０を通じてコマンド及び情報をパソコンに入力することができる。その他の入力
装置、例えば、マイク、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星放送アンテナ、スキャナ
、等、も追加で（又は代替として）含むことができる。これらの入力装置及びその他の入
力装置は、システムバス１０４０に結合された適切なインタフェース１０３０を通じて処
理装置１０６０にしばしば接続される。出力装置１０２０は、同じく適切なインタフェー
スを通じてシステムバス１０４０に接続することができるモニター又はその他の型の表示
装置を含む。パソコンは、前記モニターに加えて（又は前記モニターの代わりに）、スピ
ーカー及びプリンタ等のその他の（周辺）出力装置（図示されていない）を含む。
【００７４】
　上述される様々な動作は、１つ以上の機械１０００によって実行することができ、上述
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される様々な情報は、１つ以上の機械１０００に格納することができる。
【００７５】
　本発明は、Ｊａｖａで実装することができる。方針違反を見つけ出すことの実装をサポ
ートするためにＪａｖａの継承及び方法オーバーライディングを用いることができる。審
査を必要とする新しい承認イベントに関するポーリングを自動的に行いさらにＸＭＬに基
づく管理・解析アプリケーションプログラムインタフェースをサポートするのはサーブレ
ットであることができる。作業成果は、データベーステーブルデータ構造内のエントリと
して格納することができる。
【００７６】
４．３．５　代替策及び改良点
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、ヒント又は注釈は、赤色の
テキストによるヒントリスト、可能性のある違反に関する短い説明、「不承認」に関する
対話と「キーワード不承認理由」に関する対話のためのチェックボックス、必要に応じた
追加情報をプロンプトするための動的ＧＵＩ、（例えば、「不承認」及び「キーワード不
承認理由」の両方に関する対話において）ヒントが与えられた各違反に関するチェックボ
ックスに印を付けるためのｊａｖａｓｃｒｉｐｔ（登録商標）リンク、顧客向け電子メー
ルに関する違反テキスト、等のうちの１つ以上を含むことができる。
【００７７】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、広告主セルフサービスフロ
ントエンドに関して適用される少なくとも一部の方針は、「警告」型であることができる
。警告は、方針適用除外を要求するように広告主に求めるために用いることができる。例
えば、大文字に関する方針が頭字語“ＳＰＣＡ”によって違反されたときには、広告主に
警告を伝えることができる。広告主は、前記警告に応じて、「ＳＰＣＡは、動物虐待防止
協会に関する頭字語です」と説明すると思われる。これらの注釈は追跡可能であり、各広
告主専用のホワイトリストへの記入を容易にするために用いることができる。
【００７８】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、承認されない広告を直ちに
使用不能にする（又は使用可能にしない）代わりに、本発明と一致する少なくとも幾つか
の実施形態は、前記広告が使用不能にされる前に方針違反を是正するための「猶予期間」
を広告主に提供することができる。猶予期間が提供されるかどうかにかかわらず、前記猶
予期間の長さは、特定の違反に依存する。
【００７９】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、ライブ広告の処理は決定方
式にすることができるが、方針順守が最も重要であるとみなされる広告（例えば、最も頻
繁にクリックされる広告）に偏向することも可能である。この戦略を用いることで、広告
引き渡しシステムは、商標及びユーザーの経験を最良の形で保護することができる。
【００８０】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、広告不承認に基づく行動は
、少なくともある程度は、広告主自身又は広告主のタイプ（例えば、重要な広告主、信用
されている広告主、等）に依存する。例えば、重要な広告主及び／又は信用されている広
告主の場合は、不承認メッセージ（電子メール、等）を直接広告主に送る代わりに広告引
き渡しシステム顧客サービス代表者に送ることができる。他の例として、重要な広告主及
び／又は信用されている広告主には（通常は認められない）一定の方針違反を是正するた
めの猶予期間、又は通常の猶予期間よりも長い期間を認めることができる。
【００８１】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、承認判断、及び／又は前記
承認の根拠を追跡することができる。広告を自動的に承認できない場合は、前記広告がの
ちに再調査されないようにするために前記広告の識別子を保存することが可能である。
【００８２】
　本発明と一致する少なくとも幾つかの実施形態においては、広告システムは、ランディ
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ングページを調べるように設計されたサーバーを用いる。このサーバーは、ランディング
ページのウェブサーバーへの及び前記ウェブサーバーからの要求及び応答の動的な分析を
行うことができる。前記分析は、要求／応答の対を検討することによって、ランディング
ページがポップアップを含むかどうか、ランディングページがブラウザの戻るボタンを使
用不能にするかどうか、等の性質を検証することが可能である。前記サーバーは、行先ペ
ージのコンテンツの静的分析及び例えば方針によって承認されない素材を含むかどうかを
決定するために参照するいずれかのコードの静的分析を行うことも可能である。
【００８３】
　同じく広告ランディングページに関して、最後にフェッチされたランディングページ全
体のコピーを保存するのが有用である。推定によると、承認ビン内の全広告のランディン
グページをまったくのオフラインで広告顧客代表者に再提示できるように埋め込み画像、
スタイルシート、及びジャバスクリプトを格納するために数ギガバイトが要求される。こ
のキャッシュに格納されたデータは、広告顧客代表者及び自動検査承認システムがレーテ
ンシー時間を大幅に短縮することによって広告ランディングページの検査性能を向上させ
るために用いることができる。
【００８４】
　広告ランディングページの多くは、幾つかの異なる広告によって再使用される。この冗
長性に起因し及び永続的な方針妥当性検査を行うために各広告ランディングページに関す
る追加情報を格納する必要があることに起因して、共通するランディングページを有する
広告はすべて、広告ランディングページＩＤと関連づけてまとめて検査することができる
。システムは、同じランディングページを共有する全広告を単純にまとめて処理すること
が可能であるため、前記のまとめて検査できることは、より効率的な永続的方針妥当性検
査方法としての働きをする。例えば、広告ランディングページＩＤ主キー、及び同じペー
ジをランディングページとして使用する全広告のリストをデータベーステーブルに備える
ようにすることができる。
【００８５】
４．４　典型的実施形態における説明のための動作例
　自動方針検査動作は、その他の様々な広告承認自動化動作によって用いることができる
ため、前記動作がどのように動作するかについての簡単な例が以下に示される。
【００８６】
　広告システムに対して適用可能な以下の４つの方針について検討する。
【００８７】
・Ｃ１－繰り返しなし
・Ｃ２－感嘆符なし
・Ｃ３－商標なし
・Ｋ１－繰り返しキーワードなし
　次に、顧客“Ｙａｈｏｏ！”によってクリエイティブテキストとともに提出された以下
の新たな広告について検討する。
【００８８】
Yahoo! Really in Bora Bora
Great prices, lots of fun!
Scenery, scenery, scenery.
www.yahoo.com/borabora.html
さらに以下の関連するターゲット特定キーワードについて検討する。
【００８９】
"Travel scenery"
"bora bora"
　上記の広告が提出された時点で、広告システム内の自動方針検査が図９の方法９００に
従って動作する。この例において方針が最初に適用されることで以下のような違反リスト
が作成される（ここで、Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，等は違反である）。
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【００９０】
Ｖ１－（Ｃ１、クリエイティブ－行１、“Ｂｏｒａ　Ｂｏｒａ”）
Ｖ２－（Ｃ１、クリエイティブ－行３、“Ｓｃｅｎｅｒｙ，　ｓｃｅｎｅｒｙ，　ｓｃｅ
ｎｅｒｙ）
Ｖ３－（Ｃ２、クリエイティブ－行１、“Ｙａｈｏｏ！”）
Ｖ４－（Ｃ２、クリエイティブ－行２、“ｆｕｎ！”）
Ｖ５－（Ｃ３、クリエイティブ－行１、“Ｙａｈｏｏ！”）
Ｖ６－（Ｋ１、キーワード＃２、“ｂｏｒａ　ｂｏｒａ”）
　違反１（Ｖ１）により、方針違反はＣ１であり、クリエイティブ内のいずれかの箇所に
おいて単語の繰り返しが存在することを意味する。前記繰り返しは、クリエイティブ－行
１において発生しており、前記違反はクリエイティブの行１において発生していることを
意味する。同様に、引用符付きで提供された最後の情報（“Ｂｏｒａ　Ｂｏｒａ”）は、
クリエイティブ内において方針規則に違反するテキストである。違反２（Ｖ２）により、
この方針違反はＣ１であり、クリエイティブ内のいずれかの箇所において単語の繰り返し
が存在することを意味する。前記繰り返しは、クリエイティブ－行３において発生してお
り、前記違反はクリエイティブの行３において発生していることを意味する。同様に、引
用符付きで提供された最後の情報（“Ｓｃｅｎｅｒｙ，ｓｃｅｎｅｒｙ，ｓｃｅｎｅｒｙ
”）は、クリエイティブ内において方針規則に違反するテキストである。違反３（Ｖ３）
により、この方針違反はＣ２であり、クリエイティブ内のいずれかの箇所において感嘆符
が用いられていることを意味する。前記感嘆符は、クリエイティブ－行１において発生し
ており、前記違反はクリエイティブの行１において発生していることを意味する。同様に
、引用符付きで提供された最後の情報（“Ｙａｈｏｏ！”）は、クリエイティブ内におい
て方針規則に違反するテキストである。違反４（Ｖ４）により、この方針違反はＣ２であ
り、クリエイティブ内のいずれかの箇所において感嘆符が用いられていることを意味する
。前記感嘆符は、クリエイティブ－行２において発生しており、前記違反はクリエイティ
ブの行２において発生していることを意味する。同様に、引用符付きで提供された最後の
情報（“ｆｕｎ！”）は、クリエイティブ内において方針上の規則に違反するテキストで
ある。違反５（Ｖ５）により、この方針違反はＣ３であり、クリエイティブ内のいずれか
の箇所において商標が用いられていることを意味する。前記商標は、クリエイティブ－行
１において発生しており、前記違反はクリエイティブの行１において発生していることを
意味する。同様に、引用符付きで提供された最後の情報（“Ｙａｈｏｏ！”）は、クリエ
イティブ内において方針規則に違反するテキストである。最後に、違反６（Ｖ６）により
、この方針違反はＫ１であり、キーワードとして入力された単語が繰り返されていること
を意味する。前記単語の繰り返しは、キーワード＃２において発生しており、前記繰り返
された単語は第２のキーワードにおいて発生していることを意味する。同様に、引用符付
きで提供された最後の情報（“ｂｏｒａ　ｂｏｒａ”）は、方針規則に違反するキーワー
ドとして入力されたテキストである。
【００９１】
　方針情報が以下のホワイトリストを有すると仮定する。
【００９２】
W1－(C1, customer=*, account=*, campaign=*, language=en_US, FamilySafe, "Bora Bo
ra")
W2－(C2, customer=*, account=*, campaign=*, language=en_US, FamilySafe, "Yahoo!"
)
W3－(C3, customer=yahoo, account=*, campaign=*, language=*, FamilySafe, "Yahoo!"
)
W4－(C3, customer=google, account=*, campaign=*, language=*, FamilySafe, "Goal! 
Goal! Goal!")
W5－(C2, customer=yahoo, account=*, campaign=*, language=en_US, FamilySafe, " Ya
hoo!")
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　当然のことであるが、上記のホワイトリストは、典型的データ構造を例示したものであ
るにすぎない。上記ホワイトリストに含まれているパラメータの一部に後続するアステリ
スクは、これらのパラメータが特定の型又はｉｄとは無関係であることを単に示すだけで
あるにすぎないことに注目すること。例えば、customer=*は、広告の顧客がＧｏｏｇｌｅ
、Ｙａｈｏｏ、Ａｍａｚｏｎ、等の誰でも可能であることを意味する。ホワイトリストは
、これらのあらゆる者に対して適用される。
【００９３】
　図９の方法９００により、このキャンペーンに関しては、適用可能なホワイトリスト規
則の選択を追求することで、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３及びＷ５が適用可能なホワイトリスト規則
であることがわかる。ホワイトリストＷ４は、テキスト（Ｇｏａｌ！　Ｇｏａｌ！　Ｇｏ
ａｌ！）がいずれの違反とも一致しないため選択されない。さらに、残りのホワイトリス
ト規則は、特別性別にソートし、所定の違反に関して最も特定の規則を適用することがで
きる。結果は以下のようになる。
【００９４】
V1－W1が一致
V2－なし
V3－W2、W5が一致
V4－なし
V5－W3が一致
　上記の結果から、Ｖ３が複数の一致Ｗ２及びＷ５を有する唯一の違反であることがわか
る。しかしながら、Ｗ５は、顧客および言語の両方に関して指定されたためより特定的で
あり、このためFamilySafeのFamilyStatusが適用される。従って、違反Ｖ１、Ｖ３、及び
Ｖ５はFamilySafeとしてホワイトリストに記載されているためフィルタリングによって除
去され、違反Ｖ２及びＶ４が唯一の残りの違反になる。これらの結果は、要求を行ってい
る承認システムが利用できるようにすることができる。
【００９５】
　方針Ｃ１及びＣ２の違反Ｖ２及びＶ４が説明、改善提案、及び外部リンクを有する場合
は、以下のヒントを提供することができる。
【００９６】
・行３の“Ｓｃｅｎｅｒｙ，ｓｃｅｎｅｒｙ，ｓｃｅｎｅｒｙ”が繰り返しテキストに関
する方針違反です。これらの繰り返されている単語を取り除いてください。詳しくはここ
をクリックしてください。
【００９７】
・行２の“ｆｕｎ！”は、誇張表現に関する方針違反です。感嘆符を取り除いてください
。詳しくはここをクリックしてください。
【００９８】
　上例から理解できるように、自動方針検査動作は、数多くの潜在的用途を有する。例え
ば、自己の広告が広告引き渡しシステムの方針を順守するようにするのを援助するための
役立つフィードバックを広告主に対して提供することができる。他の例として、数多くの
厄介で誤りが発生しやすい作業が顧客代表者のために自動化される。
【００９９】
４．４　結論
　上記の開示から理解できるように、本発明と一致する実施形態は、広告主によって提出
された広告を厄介でコストと時間がかかり、さらには誤りが発生しやすい手作業で審査し
てその結果これらの広告を流布又はシンジケーションするのを遅延させるのではなく、広
告主によって提出された広告を広告システムの方針に照らして自動的に検査するために用
いることができる。承認プロセス及びシステムの方針の強制適用を自動化することによっ
て効率が向上され、その結果広告を承認する上でのターンアラウンド時間が高速になり、
究極的にはコストの低減と広告インプレッションの増加に結び付く。前記検査プロセスの
一部は自動化されるが、何を承認可能であるかについての究極的な管理は人間に委ねるこ
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とができ、人間は、システムが動作を向上させるのを援助することができる。自動化され
た方針検査は、広告の品質をさらに保証し、不適切な又は不正確な広告が流布されるか又
はシンジケーションされる機会、又は不適切なランディングページを有する機会を最小限
にする。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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